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（目的)）
第１条　この要綱は、市民の熱中症対策のため、熱中症対策物品の貸出に際し必要な事項を定める
ものとする。

（貸出用具）
第２条　貸出す用具は、健康づくり課が作成する「熱中症対策物品一覧」に掲載をしている用具と
する。

（用具管理者）
第３条　用具の管理は、佐賀市健康づくり課（以下、「管理者」という。）が行う。

（貸出対象者）
第４条　貸出対象者は、営利を目的としない以下の団体とする。
（１）気候に配慮した安全なイベント等の運営を行う事業所、自治会、保育園、幼稚園等の市内の団体。
（２）その他管理者が適当と認める団体

（貸出申請）
第５条　熱中症対策物品の貸出しを受ける者（以下「申請者」という。）は、貸出を希望する日の
５日前までに、貸出申請書（様式第１号）を、管理者に提出しなければならない。
２　貸出は、原則として各団体、各１個までとする。

（貸出許可）
第６条　管理者は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容や想定される使用環境を聞き取
りのうえ審査し、適正と認めたときに貸出を許可する。

（貸出、返却場所、設置等）
第７条　貸出及び返却場所は佐賀市健康づくり課（本庁舎１階６７・６８・６９番窓口）とし、両
者立ち合いのもとで行うものとする。
２　運搬及び設置は貸出許可を受けた者（以下使用者」という。）が行うものとする。

（貸出期間の制限）
第８条　使用者は、貸出、返却日を含め７日間とする。ただし、管理者が特に必要であると認めた
ときは、この限りでない。

（目的外使用の禁止）
第９条　使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸しては
ならない。

（貸出許可の取消し）
第１０条　管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出許可を取り消すことが
できる。
（１）使用者がこの要綱の規定に違反したとき。
(2（２）貸出物品の管理上に支障があるとき。
(3（３）前号に掲げるもののほか、管理者が不適当と認めたとき。
２　管理者は、前項の貸出許可の取消しにより、使用者に損害が生じてもその責めを負わない。

（使用料）
第１１条　熱中症対策物品の使用料は無料とする。

（使用者の負担）
第１２条　使用者は、熱中症対策物品を損傷、又は滅失したときは、その回復に係る費用を負担し
なければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

（使用者の責務）
第１３条　使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
（１）熱中症対策物品を使用するに当たっては、善良に管理を行う。
(2（２）熱中症対策物品の使用を終了したとき、又は第１０条の規定により貸出許可を取り消され
たときは、貸出物品を十分に清掃し、速やかに返還をする。

（損害賠償）
第１４条　管理者は、熱中症対策物品の使用により生じた損害について、その責めを負わない。

（その他）
第１５条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

附　則
この要綱は、令和７年８月１日から施行する。





様式第１号（第５条関係）
令和　年　月　日


佐賀市長　様

住 所（所在地）
団体名
氏　名
連絡先


熱中症対策物品貸出申請書


熱中症対策物品を借用したいので、佐賀市熱中症対策物品貸出要綱第５条に基づき、下記のとおり申請します。

記

１ 借用物品および数量　　




２ 借用期間
令和　　年 　　月　　 日　　 ～ 　令和　　年　　 月 　　日
　　　　　　　

３ 使用目的（イベント名等）




４ 使用場所



